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事業報告 

（平成 24年 4月 1 日から平成 25年 3月 31 日まで） 

 

1．当社グループの現況に関する事項 

（1）事業の経過及びその成果 

はじめに、平成 24年 12 月に発生した、中日本高速道路が管理する中央自動車道笹子

トンネルの天井板落下事故は、高速道路をご利用のお客さまはもちろん、社会的にも大

変大きな動揺と不安を与えました。この事故が、高速道路の安全に対する信頼を大きく

失墜させたことを厳粛に受け止め、当社が管理するトンネル内における道路付属物等の

一斉点検として、平成 24 年 12 月末までにジェットファン、大型標識などの重量構造物

を、平成 25 年 3 月末までに重量構造物以外の内装板、照明、情報板などを、近接目視

及び打音・触診による損傷や異常の有無の確認を行い、一部の不具合箇所においては撤

去するなど必要な措置を実施しました。100％の安全・安心の実現を目指し、これまで

以上に今後の老朽化に備えた計画的かつ戦略的な維持管理に取り組んでいく所存です。 

さて、当連結会計年度におけるわが国の経済は、東日本大震災からの復興需要により

回復基調にありましたが、欧州債務危機や円高等の影響により厳しい状況で推移しまし

た。しかし昨年 12 月以降、円安の進行や経済対策の効果への期待から株式市場が上昇

傾向となる等、景気の先行きに期待感が出ています。 

このような経済情勢のもと、当社グループが運営する高速道路事業において、通行台

数は、平成 23 年 6 月まで高速道路無料化社会実験や休日特別割引（上限料金制（休日

1,000 円））が実施されていた影響などにより、当事業年度としては前期比 0.7％の減と

なりました。一方、料金収入は、上限料金制（休日 1,000 円）の廃止に伴う割引額の減

少等により、前期比 3.0％の増（585,336 百万円）となりました。 

また、高速道路事業以外の事業においては、サービスエリア・パーキングエリア（以

下「ＳＡ・ＰＡ」といいます。）事業を中心に展開し、店舗の売上は前期比 0.2％の増

（141,723 百万円）となりました。 

その結果、当連結会計年度の営業収益は733,016百万円（前連結会計年度比1.5％増）、

営業費用は 727,000 百万円（前連結会計年度比 1.5％増）、営業利益は 6,015 百万円（前

連結会年度比 7.0％減）、経常利益は 8,588 百万円（前連結会計年度比 0.1％増）、当期

純利益は 6,433 百万円（前連結会計年度は 2,814 百万円）となりました。 

なお、事業別の概況は次のとおりです。 

 

（高速道路事業） 

 高速道路事業においては、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構（以下「機

構」といいます。）と平成 18 年 3 月 31 日に締結した「高速自動車国道中央自動車道西

宮線等に関する協定」、「一般国道 31 号（広島呉道路）に関する協定」、「一般国道 165
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号及び 166 号（南阪奈道路）に関する協定」及び「一般国道 201 号（八木山バイパス）

に関する協定」（その後の協定変更を含みます。）並びに道路整備特別措置法（昭和 31

年法律第 7号）第 3条の規定による許可及び同法第 4条の規定に基づき、高速道路の新

設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理等を行いました。 

まず、道路管理事業については、高速道路ネットワークを将来にわたって持続可能で的

確な維持管理・更新を行うため、橋梁を始めとした高速道路資産の長期保全及び更新のあ

り方について、予防保全の観点も考慮に入れた技術的見地より基本的な方策を検討するた

めの委員会を設立し、大規模更新及び大規模修繕の必要要件に関する検討を行いました。

加えて、東日本大震災を教訓に、想定を超えた広範囲の激甚災害発生時及び内陸直下型地

震にも対応できる仕組みを構築し、発災時には速やかに高速道路を復旧し、被災地域の救

急・復旧・復興に貢献することを目的とした災害対応計画の見直しを図りました。 

その他、ＥＴＣの利用促進を図るとともに、マイレージ割引などＥＴＣを活用した各

種料金割引に加え、高速道路利便増進事業の料金割引や、ＳＡ・ＰＡのトイレの設備改

善などを実施しました。 

一方、道路建設事業については、平成 24年 4 月 20 日、新名神高速道路（大津ジャン

クション（ＪＣＴ）～城陽ＪＣＴ）及び同道（八幡ＪＣＴ～高槻ＪＣＴ）への新規着工

にかかる事業許可を受けるとともに、併せて高松自動車道（鳴門インターチェンジ（Ｉ

Ｃ）～高松市境まで）及び長崎自動車道（長崎芒塚ＩＣ～長崎多良見ＩＣ）の 4車線化

などへの事業許可を受けたことにより、更なるネットワークバリューの最大化を実現す

るため、高速道路ネットワークの形成・充実を図るとともに、その着実な整備を行いま

した。平成 24 年 12 月 22 日には東九州自動車道（都農ＩＣ～高鍋ＩＣ）が開通しまし

た。 

 その結果、当連結会計年度の営業収益は672,308百万円（前連結会計年度比0.4％増）、

営業費用は 670,469 百万円（前連結会計年度比 0.4％増）となり、営業利益は 1,839 百

万円（前連結会計年度比 15.4％増）となりました。 

 

（受託事業） 

受託事業としては、高速道路の計画・建設・管理の各段階を通じ、これまで培ってき

た技術力・ノウハウを活かして、東九州自動車道などの国土交通大臣からの委託に基づ

く新直轄方式（※）による高速自動車国道の新設や一般国道 478 号の改築事業をはじめ

とする国や地方公共団体等からの委託に基づく道路の新設、改築、維持、修繕等を実施

しました。 

その結果、当連結会計年度の営業収益は16,962百万円（前連結会計年度比41.7％増）、

営業費用は 16,870 百万円（前連結会計年度比 41.8％増）となり、営業利益は 91 百万

円（前連結会計年度比 25.0％増）となりました。 

 ※ 高速自動車国道法（昭和 32 年法律第 79 号）第 5 条第 1 項の規定に基づき定め

られた整備計画において国土交通大臣が施行主体とされた高速自動車国道の区間

につき、国土交通大臣が新設を行う方式をいいます。 
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（ＳＡ・ＰＡ事業） 

ＳＡ・ＰＡ事業では、テナント各社と協力し、ＳＡ・ＰＡを「くつろぎ、楽しさ、に

ぎわい」を実感していただける「お客さま満足施設」への変革を目指し、地域性や交通

特性などを踏まえた店づくり・品揃え等のブランド戦略を展開しました。ブランド化に

あたっては 3つの特色を持つエリアを展開し、日常的なご利用においてご満足いただけ

るサービスを「おもてなしの心」で提供する「モテナス」を 7店舗、地域の特色を活か

したサービスを提供する「アドヴァンストエリア」として松山自動車道石鎚山サービス

エリア（上り線）など 2店舗、特別なコンセプトを持つ旅の目的地となる「パヴァリエ」

として大分自動車道山田サービスエリア（下り線）をリニューアルオープンしました。

飲食物販部門の売上は 100,942 百万円（前年同期比 0.1％減）、ガスステーションの売

上が 40,781 百万円（前年同期比 1.1％増）となり、ＳＡ・ＰＡ事業におけるテナント

等の店舗売上は 141,723 百万円（前年同期比 0.2％増）となりました。 

なお、当連結会計年度の営業収益は 34,617 百万円（前連結会計年度比 0.3％増）、ま

た営業費用については、28,496 百万円（前連結会計年度比 1.4％増）となり、営業利益

は 6,121 百万円（前連結会計年度比 4.9％減）となりました。 

 

（その他の事業） 

その他の事業は、福岡市天神地区における駐車場事業、佐賀県鳥栖市及び熊本県熊本市

の 2 ヶ所におけるトラックターミナル事業、建設等のコンサルティング事業等を行ってい

ます。当連結会計年度のその他の事業全体としては、営業収益は 9,732 百万円（前連結会

計年度比 44.1％増）となりました。営業費用については、11,888 百万円（前連結会計年度

比 41.5％増）となり、営業損失は 2,156 百万円（前連結会計年度は営業損失 1,648 百万円）

となりました。 

 

（2）道路資産の帰属の状況 

当事業年度において、新設又は改築のために取得した道路資産及び修繕工事又は災害

復旧によって増加した高速道路資産完成高は総額 83,625 百万円であり、その路線・区

間等は次のとおりです。 

路線・区間等 帰属時期 

道路資産 

完成高 

（百万円）

近畿自動車道天理吹田線 

【門真ジャンクション】 
新設 平成 25 年 3 月 995

西日本高速道路株式会社が管理する高速道路に係る高速道路利便増

進事業に関する計画 

【大和まほろばスマートインターチェンジ】 

改築 
平成 24 年 7 月

平成 24 年 12 月
604

近畿自動車道敦賀線 

【福井県小浜市岡津から福井県小浜市府中まで】 
新設 平成 25 年 3 月 1,677

近畿自動車道名古屋神戸線 

【大阪府箕面市下止々呂美から兵庫県神戸市北区八多町まで】 
新設 平成 24 年 10 月 2,728
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一般国道１号（第二京阪道路） 

【京都府京田辺市松井栂谷から大阪府門真市大字 島まで】 
新設 平成 25 年 3 月 3,676

一般国道４７８号（京都縦貫自動車道） 

【京都府京都市西京区大枝沓掛町から京都府乙訓郡大山崎町字円明

寺】 

新設 平成 25 年 2 月 1,388

中国縦貫自動車道 

【三次ジャンクション】 
新築 平成 25 年 3 月 3,041

山陽自動車道宇部下関線 

【宇部トールバリア】 
改築 平成 24 年 9 月 3

中国横断自動車道岡山米子線 

【岡山県真庭市中原から岡山県真庭市樫西まで】 
改築 平成 24 年 9 月 226

中国横断自動車道尾道松江線 

【三刀屋木次インターチェンジ】 
改築 平成 24 年 9 月 2

中国横断自動車道尾道松江線 

【加茂岩倉パーキングアリア】 
新築 平成 25 年 3 月 908

四国横断自動車道阿南四万十線 

【徳島県徳島市川内町鈴江東から徳島県鳴門市大津町大代まで】 
新設 平成 25 年 3 月 2,146

四国縦貫自動車道 

【松山インターチェンジ】 
改築 平成 25 年 1 月 593

四国横断自動車道愛南大洲線 

【西予宇和インターチェンジ】 
改築 平成 24 年 9 月 6

九州縦貫自動車道宮崎線 

【清武ジャンクション】 
改築 

平成 24 年 10 月

平成 25 年 3 月
4,446

東九州自動車道 

【宮崎県児湯郡都農町大字川北から宮崎県児湯郡高鍋町大字上江】 
新築 平成 24 年 12 月 19,226

高速自動車国道中央自動車道西宮線等 修繕工事 

平成 24 年 6 月

平成 24 年 9 月

平成 24 年 12 月

平成 25 年 3 月

40,543

高速自動車国道中央自動車道西宮線等 災害復旧 

平成 24 年 6 月

平成 24 年 9 月

平成 24 年 12 月

平成 25 年 3 月

1,127

一般国道３１号（広島呉道路） 修繕工事 

平成 24 年 9 月

平成 24 年 12 月

平成 25 年 3 月

48

一般国道１６５号及び１６６号（南阪奈道路） 修繕工事 

平成 24 年 6 月

平成 24 年 9 月

平成 24 年 12 月

平成 25 年 3 月

75

一般国道２０１号（八木山バイパス） 修繕工事

平成 24 年 9 月

平成 24 年 12 月

平成 25 年 3 月

156

（注）1．「帰属時期」については、当該道路資産が機構に帰属し、当社が機構から

借受を開始した時期を記載しています。 

2．道路資産完成高には、建設中利息及び建設中一般管理費を含み、消費税

等は含まれていません。 
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（3）当社グループの設備投資等の状況  

 当連結会計年度中において実施した設備投資総額は 23,442 百万円であり、主な内容

は、次のとおりです。 

① 連結会計年度中に完成した主要設備 
西日本高速道路株式会社 料金徴収施設及びＥＴＣ設備（東九州道都

農インターチェンジ他 2箇所） 

ＥＴＣ設備の増設（16レーン） 

ＥＴＣ設備及び料金徴収機械等の更新 

ＳＡ・ＰＡ店舗増改築等（山田ＳＡ下り線

他） 

西日本高速道路サービス・ホールディングス

株式会社 

新営業システム構築他 

西本高速道路エンジニアリング関西株式会社 ソフトウェア開発 

西日本高速道路メンテナンス関西株式会社 事業所用地等の取得 

株式会社富士技建 機械設備等の取得 

② 当連結会計年度継続中の主要設備の新設、拡充 
西日本高速道路株式会社 料金徴収施設及びＥＴＣ設備（東九州自

動車道行橋インターチェンジ他 10箇所）

ＥＴＣ設備及び料金徴収機械等の更新 

ＳＡ・ＰＡ店舗増改築等（大津ＳＡ下り

線他） 

 

（4）当社グループの資金調達の状況  

当連結会計年度中の資金調達の総額は 185,000 百万円であり、主に当社の道路建設資

金として、次のとおり社債発行及び金融機関からの借入を行いました。 

種別 発行日・借入日 発行額・借入額

（百万円） 

西日本高速道路株式会社第 14 回社債（一般担

保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返

済機構重畳的債務引受条項付）（3年債） 

平成 24年 5 月 8日 25,000

西日本高速道路株式会社第 15 回社債（一般担

保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返

済機構重畳的債務引受条項付）（3年債） 

平成 24年 9 月 12 日 20,000

西日本高速道路株式会社第 16 回社債（一般担

保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返

済機構重畳的債務引受条項付）（3年債） 

平成 24年 11 月 13 日 20,000

西日本高速道路株式会社第 17 回社債（一般担

保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返

済機構重畳的債務引受条項付）（3年債） 

平成 25年 2 月 13 日 15,000

長期借入金(3 年) 平成 24年 9 月 26 日 10,000

長期借入金(3 年) 平成 24年 12 月 21 日 20,000

長期借入金(3 年) 平成 25年 1 月 28 日 15,000

長期借入金(3 年) 平成 25年 3 月 26 日 60,000
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（5）当社グループの対処すべき課題  

当社グループは、道路資産が年々増大する中、進展する構造物の老朽化に確実に対応

するため、今後も第三者被害防止及び老朽化対策を推進していくとともに、「点検実施

基準の再設定」、「点検信頼性向上」などの具体的な検討を進めます。また、点検から補

修、記録までのサイクルの再構築、点検や補修及び第三者被害防止対策の確実性及び安

全性を確保する設計思想の導入についても検討していきます。 

一方、当社グループは、平成 23 年度から平成 27 年度までの 5 年間を『自立』と『成

長』のための期間と位置付けて取り組みを行っています。当社グループを取り巻く厳し

い環境・情勢下においても、その変化を乗り越えて『自立』し『成長』し続けられる企

業グループを目指し、以下の取り組みを行います。 

① 100%の安全・安心への挑戦 

(ｱ) 点検から補修まで一貫して行う「道路の総合診療」の実施により、技術品質の

向上とコスト削減を実現し、安全・安心を一層向上させます。 

(ｲ) お客さまに 100％安全で安心してご利用いただける高速道路の実現に向けて、

上記 5年間で死傷事故件数の 2割削減と、死傷事故ゼロの日を 3倍に増やすこ

とを目指します。 

(ｳ)  デジタル機器を用いた橋梁点検技術や点検データの蓄積等により、劣化予測・

診断システムのデファクトスタンダード（※）を目指します。 

※ ISO や JIS などの標準化機関等が定めた規格ではなく、市場競争等に 

より「結果的に事実上標準化」した基準をいいます。 

② 災害対応力の強化 

災害対応力の強化を図るため、想定を超えた広範囲の激甚災害にも対応できる

仕組みを構築し、発災時には速やかに高速道路を復旧し、被災地域の救急・復旧・

復興に貢献します。 

そのために、訓練等から得られた課題を整理し、より実効性のある『災害対応

計画』への見直しをグループ全体で取り組んでいきます。 

また、災害発生時における対応として、必要資機材の備蓄を強化するとともに

関係機関との『災害時における協力協定』に基づく連携強化を継続するなど、地

域に目を向けた周到かつ実効性のある対策をめざして、逐次見直しを行い、不断

の努力を続けていきます。 

③ お客さまの満足度の更なる向上 

ＳＡ・ＰＡでは、地域性や交通特性を踏まえた店づくり・品揃え等のブランド

戦略を展開することにより、「くつろぎ、楽しさ、にぎわい」を実感していただけ

る「お客さま満足施設」へ変革します。  

なお、ブランド戦略については、当社グループが運営する直営店において先駆

的に展開し、統一的なサービスの提供や接客水準などの向上により、お客さまの

期待を超えた価値の提供に努めていきます。 
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④ 成長のために ～事業創造活動～ 

高速道路の価値を向上させるとともに、当社グループが培ったノウハウ等を高

速道路以外にも活用していくための事業創造活動について、重点的に取り組む課

題を絞り込み、「選択と集中」という形で進めていきます。 

 

（6）財産及び損益の状況  

① 当社グループの財産及び損益の状況   

区  分 第 5 期 第 6 期 第 7 期 
第 8 期 

(当連結会計年度)

営業収益(百万円) 868,057 763,433 722,400 733,016

当期純利益(百万円) 6,726 10,074 2,814 6,433

1 株当り当期純利益(円) 70.81 106.04 29.62 67.72

総資産(百万円) 694,315 678,888 732,285 879,941

純資産(百万円) 148,292 158,497 161,308 165,553

(注)当社グループでは第 3期連結会計年度から連結計算書類を作成しています。 

② 当社の財産及び損益の状況                   

区  分 第 5 期 第 6 期 第 7 期 
第 8 期 

(当事業年度)

営業収益(百万円) 848,069 741,934 691,587 698,652

当期純利益(百万円) 2,631 2,423 953 6,030

1 株当り当期純利益(円) 27.70 25.51 10.04 63.48

総資産(百万円) 676,544 653,564 708,819 849,884

純資産(百万円) 134,335 136,758 137,712 143,742

 

（7）重要な子会社等の状況(平成 25 年 3 月 31 日現在)    

(a) 重要な子会社の状況 

 会 社 名 資本金 

（百万円） 

議決権比率 

（％） 

主要な事業内容 

① 

西日本高速道路サービ

ス・ホールディングス株

式会社 

110 100.0 
ＳＡ・ＰＡ内営業施設の 

管理・運営 

② 
西日本高速道路ロジステ

ィックス株式会社 
30 (100.0)

ＳＡ・ＰＡへの各種商材、

材料等の仕入・卸業務及

びその他受託業務 

③ 
西日本高速道路サービス

関西株式会社 
70 100.0 高速道路の料金収受 

④ 
西日本高速道路サービス

中国株式会社 
50 100.0 高速道路の料金収受 
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⑤ 
西日本高速道路サービス

四国株式会社 
40 100.0 

高速道路料金収受及び交

通管理 

⑥ 
西日本高速道路サービス

九州株式会社 
50 100.0 高速道路の料金収受 

⑦ 
西日本高速道路総合サー

ビス沖縄株式会社 
60 100.0 

高速道路の料金収受、交

通管理、点検・管理及び

保全作業 

⑧ 
西日本高速道路パトロー

ル関西株式会社 
20 100.0 高速道路の交通管理 

⑨ 
西日本高速道路パトロー

ル九州株式会社 
115 100.0 高速道路の交通管理 

⑩ 
西日本高速道路メンテナ

ンス関西株式会社 
420 100.0 高速道路の保全作業 

⑪ 
西日本高速道路メンテナ

ンス中国株式会社 
350 100.0 高速道路の保全作業 

⑫ 
西日本高速道路メンテナ

ンス九州株式会社 
160 100.0 高速道路の保全作業 

⑬ 
西日本高速道路エンジニ

アリング関西株式会社 
90 (95.0) 高速道路の点検・管理 

⑭ 
西日本高速道路エンジニ

アリング中国株式会社 
70 (91.0) 高速道路の点検・管理 

⑮ 
西日本高速道路エンジニ

アリング四国株式会社 
60 (99.0)

高速道路の点検・管理及

び保全作業 

⑯ 
西日本高速道路エンジニ

アリング九州株式会社 
80 (100.0) 高速道路の点検・管理 

⑰ 
西日本高速道路ファシリ

ティーズ株式会社 
160 100.0 

高速道路の点検・管理及

び保全作業 

⑱ 
西日本高速道路ビジネス

サポート株式会社 
30 100.0 

不動産関連業務及び人材

派遣業務 

⑲ 
芦有ドライブウェイ株式

会社 
40 51.0 一般自動車道事業 

⑳ 株式会社ハープス 71 (100.0) 
ＰＡ内営業施設の店舗運

営 

  
株式会社ボーチェ・オア

シス 
50 (100.0) 

ＰＡ内営業施設の店舗運

営 

  株式会社クレッセ 20 (100.0) 
ＰＡ内営業施設の店舗運

営 

  NEXCO-West USA，Inc. $1,312,500 100.0 橋梁点検 

  株式会社富士技建 80 100.0 橋梁補修技術開発 

  株式会社ドーユー大地 70 100.0 総合コンサルタント 

  株式会社 Ligaric 75 66.7 ナノバブル事業 

（注）1．議決権比率（ ）書きは、子会社保有の株式を含んでいます。 

2.  の資本金については、現地通貨略号及び現地通貨単位により記載を行

っています。 
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 (b) 重要な関連会社の状況  

 名   称 資本金 

（百万円）

議決権比率

（％） 

主要な事業内容 

① 九州高速道路ターミナル

株式会社 

539 22.3 トラックターミナル、ト

レーラーヤード及び貨物

保管施設の建設、管理、

運営又は賃貸事業 

② 株式会社ＮＥＸＣＯシス

テムズ 

50 33.3 料金、経理、人事、給与

等の基幹システムの運用

管理 

③ 株式会社高速道路総合技

術研究所 

45 33.3 

 

高速道路技術に関する調

査・研究及び技術開発 

④ 株式会社ＮＥＸＣＯ保険

サービス 

15 33.3 損害保険代理業及び生命

保険募集業 

⑤ ハイウェイ・トール・シ

ステム株式会社 

75 24.1 料金収受機械保守 

⑥ 日本高速道路インターナ

ショナル株式会社 

499 28.7 海外における高速道路事

業 

 

（8）当社グループの主な事業内容(平成 25 年 3 月 31 日現在)    

当社グループは、道路交通の円滑化を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の

向上に寄与することを目的として、次の事業を営んでいます。 

事業の種類別セグメント 主要な事業内容 

高速道路事業 高速道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の

管理 

受託事業 国、地方公共団体の委託に基づく道路の新設、改築、維

持、修繕等、その他委託に基づく事業等 

ＳＡ・ＰＡ事業 高速道路の休憩所、給油所等の建設、管理等 

その他の事業 駐車場事業、トラックターミナル事業、コンサルティン

グ事業等 

 

 

（9）当社グループの主要な事業所(平成 25 年 3 月 31 日現在)   

① 当社の主要な事業所 

（本社）  大阪市北区堂島一丁目 6番 20 号 

（その他） 関西支社（茨木市） 

中国支社（広島市） 

四国支社（高松市） 

九州支社（福岡市） 

東京支社（東京都港区） 

※ 東京支社は、平成 25年 4月 1 日をもって主要な事業所から除外し

ました 
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② 重要な子会社の本店所在地 

西日本高速道路サービス・ホールディングス株式会社（大阪市） 

西日本高速道路ロジスティックス株式会社（大阪市） 

西日本高速道路サービス関西株式会社（吹田市） 

西日本高速道路サービス中国株式会社（広島市） 

西日本高速道路サービス四国株式会社（高松市） 

西日本高速道路サービス九州株式会社（太宰府市） 

西日本高速道路総合サービス沖縄株式会社（浦添市） 

西日本高速道路パトロール関西株式会社（大阪市） 

西日本高速道路パトロール九州株式会社（福岡市） 

西日本高速道路メンテナンス関西株式会社（茨木市） 

西日本高速道路メンテナンス中国株式会社（広島市） 

西日本高速道路メンテナンス九州株式会社（福岡市） 

西日本高速道路エンジニアリング関西株式会社（茨木市） 

西日本高速道路エンジニアリング中国株式会社（広島市） 

西日本高速道路エンジニアリング四国株式会社（高松市） 

西日本高速道路エンジニアリング九州株式会社（福岡市） 

西日本高速道路ファシリティーズ株式会社（茨木市） 

西日本高速道路ビジネスサポート株式会社（大阪市） 

芦有ドライブウェイ株式会社（芦屋市） 

株式会社ハープス（大阪市） 

株式会社ボーチェ・オアシス（岡山市） 

株式会社クレッセ（福岡市） 

NEXCO-West USA，Inc.（米国） 

株式会社富士技建（大阪市） 

株式会社ドーユー大地（広島市） 

株式会社 Ligaric（吹田市） 

 

（10）従業員の状況(平成 25 年 3 月 31 日現在)    

① 当社グループの従業員の状況 

事業の種類別セグメント 従業員数（人） 

高速道路事業 11,838 

受託事業 

ＳＡ・ＰＡ事業 750 

その他の事業 

全社（共通） 388 

計 12,976 

〈2,832〉

（注）1．従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グル

ープ外から当社グループへの出向者を含みます。）であり、臨時従業員数を〈 〉

で外書きしています。 

2．高速道路事業及び受託事業、ＳＡ・ＰＡ事業及びその他の事業については、

それぞれ両事業を一体的に取り扱っていることから、一括して記載しています。 
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② 当社の従業員の状況 

（注）1．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出

向者を含みます。）であり、臨時従業員数は従業員数の 100 分の 10 未満である

ため記載を省略しています。 
2．平均勤続年数は、日本道路公団における勤続年数を含んでいます。 

 

（11）当社グループの主要な借入先の状況(平成 25 年 3 月 31 日現在)   

借 入 先 借入金残高（百万円） 

株式会社みずほコーポレート銀行 19,376 

株式会社三井住友銀行 11,942 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 11,862 

農林中央金庫 11,736 

信金中央金庫 10,422 

 

2．会社の株式に関する事項(平成 25 年 3 月 31 日現在)   

（1）発行可能株式総数 380 百万株 

（2）発行済株式の総数 95 百万株 

（3）株主数 2 名 

（4）大株主の状況 

株主名 当社への出資状況 

持株数（株） 議決権比率（％） 

国土交通大臣 94,956,798 99.95 

財務大臣 43,202 0.05 

 

3．会社役員に関する事項(平成 25 年 3 月 31 日現在)   

（1）取締役及び監査役の状況 

地 位 氏 名 担 当 重要な兼職の状況 

取締役会長 山中 諄 ― 
南海電気鉄道株式

会社取締役会長兼

ＣＥＯ 

代表取締役社長 石塚 由成 
会社経営の統括・執行 
監査部担当 

― 

代表取締役 

専務執行役員 
酒井 和広 

会社の経営の執行補佐 
建設事業本部長（ただし、事業

推進に係ることを除く） 
総務部担当 

― 

従業員数 前期末比増減 平均年令 平均勤続年数 

2,292 名 △30 名 41.0 歳 17 年 2 月 
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取締役 

常務執行役員 
河本 造 広報部・人事部・財務部担当  

取締役 

常務執行役員 
牧浦 信一 保全サービス事業本部長 ― 

取締役 

常務執行役員 
高倉 照正 

経営企画本部長 

建設事業本部のうち事業推進に

係ること 

海外事業本部担当 

― 

取締役 

常務執行役員 
早川 和利 

ＣＳ推進本部長 

コンプライアンスに係る社長特

命事項 

事業開発本部・技術本部担当 

― 

監査役（常勤） 赤松 健 ― ― 

監査役 土岐 憲三 ― 

立命館大学 立命

館ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮ

ﾝ研究機構教授 

監査役 惣福脇 亨 ― 
社団法人九州経済

連合会専務理事 

（注） 

1. 平成 24年 6 月 28 日開催の定時株主総会において、山中諄氏、石塚由成

氏、酒井和広氏、河本造氏、牧浦信一氏、高倉照正氏及び早川和利氏が

取締役に選任されるとともに、同日付けで、山中諄氏は取締役会長に、

石塚由成氏は代表取締役社長に、酒井和広氏は代表取締役に選定され、

それぞれ就任しました。 

2. 平成 24年 6 月 19 日に、取締役大津健次氏が辞任により退任しました。

3. 取締役会長の山中諄氏は、会社法第 2 条第十五号に定める社外取締役

（非常勤）です。 

4. 監査役の赤松健氏、土岐憲三氏及び惣福脇亨氏は、会社法第 2条第十六

号に定める社外監査役です。 

5. 監査役土岐憲三氏の兼職先は、平成 25 年 4 月 1 日より、立命館ｸﾞﾛｰﾊﾞ

ﾙ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究機構から、衣笠総合研究機構に名称変更しています。 

6. 監査役惣福脇亨氏の兼職先は、社団法人九州経済連合会です。なお、当

社は、同法人の会員企業です。 

7. 社外取締役及び社外監査役と当社との間に開示すべき人的関係、資本的

関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 
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（2）当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額 

取締役 9 名 109 百万円 (うち社外 1 名  －百万円) 

監査役 3 名 25 百万円 (うち社外 3 名 25 百万円) 

（注）上記のほか、役員退職慰労金引当金 10,483 千円（取締役 8,432 千円、監査役 2,051

千円）を当事業年度にて計上しています。 

 

（3）社外役員に関する事項（当事業年度における主な活動状況） 

社外取締役については、社外における豊富な知識・経験を当社の経営に活かすほか、

独立した立場から経営を監督するなど、コーポレート・ガバナンス体制の強化を目的と

して選任しております。 

取締役会長山中諄氏は、平成 24年 6 月 28 日の就任以後、当事業年度に開催された取

締役会 10回のうち 8回に出席し、その経験や知見を生かして、適宜発言を行いました。 

社外監査役については、社外における豊富な知識・経験を監査業務に活かすほか、独

立した立場から取締役の職務執行を監査するなど、コーポレート・ガバナンス体制の強

化を目的として選任しております。 

監査役赤松健氏は、当事業年度の取締役会 14 回の全てに、また、監査役会 13 回の全

てに出席し、その経験や知見を生かして、適宜発言を行いました。 

監査役土岐憲三氏は、当事業年度の取締役会 14 回のうち 13 回に、また、監査役会

13 回の全てに出席し、学識経験者としての専門的見地から、適宜発言を行いました。 

監査役惣福脇亨氏は、当事業年度の取締役会 14 回のうち 12 回に、また、監査役会

13 回のうち 12回に出席し、その経験や知見を生かして、適宜発言を行いました。 

 

4．会計監査人の状況  

（1）会計監査人の名称 

 新日本有限責任監査法人 

（2） 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 

 支払額 

当事業年度に係る報酬等の額 76,360 千円

当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利

益の合計額 

88,360 千円

(注)1．当社は、会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金

融商品取引法に基づく監査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分で

きないため、報酬等の額にはこれらの合計額を記載しています。 

    2．公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務の内容 

主に国際財務報告基準への移行等にかかる影響度調査業務 
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3．当社の子会社である西日本高速道路サービス・ホールディングス株式会社

及び西日本高速道路パトロール関西株式会社の監査は、新日本有限責任監査

法人が行っています。 

 

 （3） 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針  

会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合に

は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が、会計監査人を解任します。 

また、上記の場合のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められ

る場合には、取締役会が、監査役会の同意を得て、又は監査役会の請求により、会計監

査人の解任又は不再任のために必要な会社法上の手続きを行います。 

 

5．業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容  

（1）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

 取締役の遵法精神の徹底と、より高度な倫理観の確立並びに秩序や規律の維持及び

不祥事の未然防止を図るため、構成員に外部委員を含むコンプライアンス委員会を定

期的に開催するなど、コンプライアンス体制の適正な確保を図る。 

 取締役は、取締役及び使用人が実践すべき指針である行動憲章を踏まえ、率先して

当社の社会的責任を全うすべく、適正な職務遂行にあたるとともに、反社会的勢力か

らの不当な要求に対しては断固としてこれを排除する。 

 社内及び社外のコンプライアンス通報・相談窓口の適切な運用に努め、不祥事の早

期発見、未然防止を図る。 

 取締役は、法令又は定款に違反するおそれのある事実を発見した場合は、直ちに必

要な措置を講じるものとし、監査役がこれらの事実に関して助言又は勧告を行った場

合は、これを尊重する。 

※平成 24事業年度：取締役会 14回開催 

（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

取締役会の議事録及び資料を含め、職務の執行や意思決定過程に係る情報は、社内規

則に基づき適切に保存及び管理するとともに適切な情報開示に努める。 

 

（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 高速道路の交通の安全、お客さま・国民の信頼、また事業活動全般の健全性の確保を

図るため、当社の経営リスクに対して、経営リスク管理委員会を設置し、適切かつ継続

的なリスク管理を行うとともに、取締役を構成員に含む経営リスク管理委員会の総括的

な管理のもと、分野別に分科会を設置してリスク対応を行い、常に適切に運用されるよ
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う継続的改善を図る。 

 入札契約手続については、外部の有識者を構成員とする入札監視委員会を定期的に開

催するなど、透明性・公正性の確保に努める。 

 また、大規模災害等には災害対策基本法、国民保護法等の法令の規定に従い適切に対

応するため、訓練等を実施する。 

 ※平成 24 事業年度：経営リスク管理委員会１回開催 

 

（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

中期経営計画を策定し適切な目標管理を行うとともに、その進捗状況について定期的

に検証するなど、業務を効率的に実施する仕組みを確保する。 

 取締役は、その職務分担と権限・責任を明確にし、効率的な職務の執行を行う。 

 取締役会で決議する事項については、社内での意思の疎通、情報の共有を図り、経営

の効率化に資するよう、原則として、経営会議で事前に協議する。 

 

（5）使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

 使用人の遵法精神の徹底と、より高度な倫理観の確立並びに秩序や規律の維持及び不

祥事の未然防止を図るため、構成員に外部委員を含むコンプライアンス委員会を定期的

に開催するなど、コンプライアンス体制の適正な確保を図る。 

 法令、定款、行動憲章その他社内規則の遵守を社内に恒常的に浸透させるため、コン

プライアンス担当の取締役を置き、担当取締役は、取締役会に職務の執行状況を報告す

る。 

 社内及び社外のコンプライアンス通報・相談窓口の適切な運用に努め、不祥事の早期

発見、未然防止を図る。 

 監査部による継続的な監査の実施を通じて、業務運営の適正性と経営効率の向上等を

図る。 

※平成 24事業年度：コンプライアンス委員会 4回開催 

 

（6）当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

グループ全ての構成員が実践すべき指針として制定した行動憲章に則り、企業の社会

的責任を果たすとともに、社会から信頼されるグループを目指すものとし、グループの

運営に係る規則に基づき、グループの業務を適正かつ効率的に運営し、またグループの

連絡会議等を通じて意思疎通を密にする。 

 グループ共通のリスクマネジメント体制及びコンプライアンス通報・相談窓口の適切

な運用に努め、リスク又は不祥事の早期発見、未然防止を図る。 
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（7）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用

人に関する事項 

監査役の職務を補助する専任の使用人をおく。また、監査役から当該使用人の充実を

求められた場合は、これを尊重する。 

 

（8）前記の使用人の取締役からの独立性に関する事項 

監査役の職務を補助する使用人の指揮命令は監査役が行うとともに、その人事異動及

び評価については、監査役の意見を徴し、これを尊重する。 

 

（9）取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関す

る体制 

取締役は、監査役に対し、業務又は財務に重大な影響を及ぼすおそれのある事項、そ

の他著しい損害を及ぼすおそれのある事項を発見した場合、直ちに報告を行う。 

 さらに取締役及び使用人は、監査役から職務の執行に関する事項の説明又は報告を求

められた場合は、速やかに当該事項について説明又は報告を行う。 

 

（10）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

重要な業務の執行状況及び経営に必要な社内外の重要事項については、監査役の出

席する経営会議に報告する。 

 また監査役と取締役との意見交換を定期的に開催するとともに、監査役が重要な会

議への出席など、監査役の監査が実効的に行われることを確保するため必要な措置を

求めた場合は、これを尊重する。 

 

なお、平成 23 事業年度に発生した入札情報漏洩事案への再発防止として情報セキュリ

ティ対策を各種実施し、再発防止対策の徹底を図りました。 

 

6．決算期後に生じた会社の状況に関する重要な事実  

 管内のＳＡ・ＰＡに設置している広告媒体（ポスター・リーフレット広告等）の販売

を専門的に行うため、ＮＥＸＣＯ西日本コミュニケーションズ株式会社を 70 百万円の

出資にて平成 25年 4月 1 日に設立し、当社の子会社としました。 
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 また、一般国道 42 号（湯浅御坊道路（御坊ＩＣ～有田ＩＣ））の 4車線化及びスマー

トＩＣ（近畿自動車道松原那智勝浦線 和歌山南スマートＩＣ他 6箇所）の新規事業化

に向けて、平成 25 年 5月 23 日開催の当社取締役会にて「高速自動車国道中央自動車道

西宮線等に関する協定」の変更を決議しました。 















































独立監査人の監査報告書 
 

平成２５年５月２９日 

西日本高速道路株式会社 

 取 締 役 会  御 中  

 

               

業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員

 公認会計士   石 橋 正 紀     
 

業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員

 公認会計士   坂  井  俊  介     
 

業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員

 公認会計士   守  谷  義  広     
 

当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、西日本高速道路株式会社の 

平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、 

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を 

行った。 
 

連結計算書類に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結 

計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示  

のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備  

及び運用することが含まれる。 
 

監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に  

対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる 

監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽  

表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査 

を実施することを求めている。 

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施 

される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽  

表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について 

意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた  

適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を   

検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって  

行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。 

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 
 

監査意見 

 当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計 

の基準に準拠して、西日本高速道路株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算  

書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの  

と認める。 
 

利害関係 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害  

関係はない。 

以  上

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書（謄本） 



独立監査人の監査報告書 
 

平成２５年５月２９日 
 

西日本高速道路株式会社 

 取 締 役 会  御 中  

 

               

業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員

 公認会計士   石 橋 正 紀     
 

業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員

 公認会計士   坂  井  俊  介     
 

業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員

 公認会計士   守  谷  義  広     
 

当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、西日本高速道路株式会社の  

平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの第８期事業年度の計算書類、すなわち、    

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書につい  

て監査を行った。 
 

計算書類等に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算 

書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による  

重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が  

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
 

監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及び   

その附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正 

妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類  

及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査 

計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手する  

ための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類  

及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の  

目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク  

評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属  

明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した  

会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての  

計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。 

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 
 

監査意見 

 当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と   

認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産   

及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 
 

利害関係 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害  

関係はない。 

以  上

計算書類に係る会計監査人の監査報告書（謄本） 



監 査 報 告 書 

 

当監査役会は、平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの第８期事業年度の

取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監

査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。 

 

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 

監査役会は、当期の監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及

び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況に

ついて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、当期の監査の方針、監査

計画等に従い、取締役、監査部その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監

査の環境の整備に努めるとともに、取締役会、経営会議その他重要な会議に出席し、取

締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求

め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を

調査いたしました。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定

款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために

必要なものとして会社法施行規則第１００条第１項及び第３項に定める体制の整備に関

する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）

について、監査役会が定めた内部統制システムに係る監査役監査の実施基準に準拠し、

取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に

応じて説明を求め、意見を表明いたしました。子会社については、子会社の取締役及び

監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受け

ました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書につい

て検討いたしました。 

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監

視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必

要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われるこ

とを確保するための体制」（会社計算規則第１３１条各号に掲げる事項）を「監査に関す

る品質管理基準」（平成１７年１０月２８日企業会計審議会）等に従って整備している旨

の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に

係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及び

その附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本

等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。 

 

 

 

監査役会の監査報告書（謄本） 



 

 

２．監査の結果 

（１）事業報告等の監査結果 

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示し

ているものと認めます。 

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な

事実は認められません。 

三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、

当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行につい

ても、指摘すべき事項は認められません。なお、事業報告に記載の平成２３事業年

度に発生した入札情報漏洩事案については、再発防止として情報セキュリティ対策

が各種実施されており、再発防止対策の徹底が図られていることを確認しておりま

す。また、子会社２４社において内部統制システムに関する取締役決議が実施され

たことを確認しており、今後も引続き当社及び子会社における内部統制システムの

整備状況を注視して参ります。 

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果 

会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 

（３）連結計算書類の監査結果 

会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 

（４）技術的視点から見た業務状況結果 

  各支社における災害危険箇所を実査し、災害対応に関する状況及び対策を把握しまし

た。 

 

 

平成２５年５月３０日 

西日本高速道路株式会社 監査役会 

 

常勤監査役（社外監査役）    赤松  建  ○印  

 

社外監査役           惣福脇 亨  ○印  

 

社外監査役           土岐 憲三  ○印  


